
・「出」と「入」の一対をもって１箇所とします。
・出口専用又は入口専用として独立した構造とすることはできません。
　１箇所の開口部について、出口と入口の両方を有する構造としてください。

入 出

・当該土地の出入口は自転車道及び歩道を横断する構造となり、安全確保の
　必要性が特に高いことから、必要最小限の幅員としてください。
・出入口の場所、出入口間の距離は、当該土地の北側及び南側交差点までの
　距離や開発計画の内容を考慮し、安全確保が図られるものとしてください。

入 出 入 出

・出入口は２箇所となりますが、連続した構造とすることはできません。
・出入口間の距離は、当該土地の北側及び南側交差点までの距離や開発計画の
　内容を考慮し、安全確保が図られるものとしてください。

入 出 入 出

当該土地の出入口に関する追加資料

歩道

車道

下水道管路用地

緑地
現在の出入口

自転車道

下水道管路用地

緑地
自転車道

（３）提案不可な例

歩道

車道

下水道管路用地

緑地
現在の出入口

自転車道

道路の場合は、１箇所ずつとします。

（１）箇所数の判断について

（２）提案可能な例

※これで１箇所とします

※箇所数は１箇所又は２箇所
市道の場合は１箇所、取付道路の場合は２箇所以内、市道と取付

歩道

車道

現在の出入口
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